
生駒市規則第１０号 

 生駒市行政組織規則等の一部を改正する等の規則をここに公布する。 

  令和７年３月３１日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市行政組織規則等の一部を改正する等の規則 

 （生駒市行政組織規則の一部改正） 

第１条 生駒市行政組織規則（平成６年７月生駒市規則第２２号)の一部を次の

ように改正する。 

  目次中「第４０条」を「第４０条の２」に改める。 

  第２条第１項中「企画係」を「企画係 行政経営係」に、「広報広聴課 広 

報広聴係 プロモーション係」を 

   に、「防災安全課 防災係 生活安全係」を「防犯交通対策課 生活安全 

係 公共交通係」に、「男女共同参画プラザ」を「ダイバーシティ推進プラザ 

」に、「財政係 収益確保係」を「財政係」に、 

                 を 

          に、「産業振興係 企業立地雇用係」を「産業雇用係」 

に、「福祉政策課」を「地域共生社会推進課」に、「福祉政策係」を「支援係 

 事業推進係」に、 

               を「地域包括ケア推進課 予防推進係 包括ケ 

ア推進係 基幹型地域包括支援センター係」に、「子育て支援総合センター」

「広報広聴課 広報広聴係 プロモーション 

 危機管理課 危機管理係          

「ＳＤＧｓ推進課 ＳＤＧｓ 

  公民連携推進室 連携推 

推進係 低炭素まちづくり推進係  

進係             」 

「脱炭素まちづくり推進課 推進係  

 ＳＤＧｓ・公民連携推進課 ＳＤＧｓ         

 

推進係 公民連携係」 

「地域包括ケア推進課 予防推進係 包括ケア推進係 基 

  地域共生サミット推進室 推進係           

幹型地域包括支援センター係 

             」 

係  

 」 



を「こども家庭センター」に、「交通対策係」を「地籍調査係」に、「用地係 

地籍調査係」を「用地係」に、「花のまちづくりセンター」を 

              

に、「計画調整係」を「企画調整係 計画推進係」 

 

    

に、                         を「建築課 建築 

指導係 建築審査係 開発指導係」に改め、同条第２項中「デジタルイノベー 

ション推進課 推進係」を                    に改め 

る。 

  第３条中「第４０条」を「第４０条の２」に改める。 

  第５条企画係の項中第９号を次のように改める。 

   (9) いじめに関する重大事態再調査委員会に関すること。 

  第５条企画係の項中第１０号及び第１１号を削り、同項第１２号中「部」の

次に「及び課」を加え、同号を同項第１０号とし、同条に次の１項を加える。 

  行政経営係 

   (1) 行政改革の推進に関すること。 

(2) 行政改革推進委員会に関すること。 

(3) 収益確保に関すること。 

(4) 未利用地の活用に関すること。 

(5) 寄附の採納に関すること。 

(6) ふるさと納税に関すること。 

「 花のまち 

 下水道課  

  竜田川浄        

づくりセンター 

管理係 施設係 工務係  

化センター      」        

「  建築課 建築指導係 建築審査係 開発指導係  

 上下水道部 

   下水道課 管理係 施設係 工務係 

竜田川浄化センター           」 

「デジタルイノベーション推進課 推進係 

  窓口ＤＸ推進室 推進係      」 



(7) 企業版ふるさと納税に関すること。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

 第６条の２ 危機管理課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

危機管理係 

(1) 災害対策の総合調整に関すること。 

(2) 防災に関する調査及び研究に関すること。 

(3) 防災計画及び防災会議に関すること。 

(4) 防災行政用無線に関すること。 

(5) 国民保護計画及び国民保護協議会に関すること。 

(6) 自主防災会の結成及び育成に関すること。 

(7) 防災意識の普及及び啓発に関すること。 

(8) 新型インフルエンザ等対策本部に関すること。 

  第９条中「防災安全課」を「防犯交通対策課」に改め、同条防災係の項を削

り、同条に次の１項を加える。 

公共交通係 

(1) 公共交通に関すること。 

(2) 地域公共交通活性化協議会に関すること。 

(3) 地域公共交通計画に関すること。 

  第９条の４人権施策係の項中第８号及び第９号を削り、第１０号を第８号と

し、第１１号から第１４号までを２号ずつ繰り上げる。 

  第９条の６各号列記以外の部分及び第 1 号中「男女共同参画プラザ」を「ダ

イバーシティ推進プラザ」に改め、同条中第８号を第１０号とし、第７号を第

８号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(9) 男女共同参画の視点によるダイバーシティの推進に関すること。 

  第９条の６中第６号を第７号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り下



げ、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 男女共同参画審議会に関すること。 

  第９条の７収益確保係の項を削る。 

  第１０条の２の次に次の１条を加える。 

 第１０条の２の２ 脱炭素まちづくり推進課が分掌する事務は、次のとおりと

する。 

推進係 

(1) 脱炭素先行地域の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。 

(2) 脱炭素先行地域に係る施策の推進に関すること。 

(3) いこま市民パワー株式会社との連絡調整に関すること。 

  第１０条の３中「ＳＤＧｓ推進課」を「ＳＤＧｓ・公民連携推進課」に改

め、ＳＤＧｓ推進係の項第３号を次のように改める。 

 (3) 環境基本計画の策定及び推進に関すること。 

  第１０条の３ＳＤＧｓ推進係の項中第４号を第１２号とし、第３号の次に次

の８号を加える。 

   (4) 環境モデル都市に係る企画、調査及び連絡調整に関すること。 

(5) 環境マネジメントシステムの運用管理に関すること。 

(6) 環境マネジメントシステム推進会議に関すること。 

(7) 地球温暖化対策に係る企画調整及び統計に関すること。 

(8) 再生可能エネルギー及び省エネルギーの推進に係る企画、調査研究

及び普及啓発に関すること。 

(9) 環境教育の推進及び環境活動の支援に関すること。 

(10) 環境に配慮した物品等の調達の推進に関すること。 

(11) 環境審議会に関すること。 

  第１０条の３低炭素まちづくり推進係の項を次のように改める。 



公民連携係 

(1) 公民連携の推進に係る企画及び調整に関すること（他課の所管に係

るものを除く｡)。 

(2) 奈良先端科学技術大学院大学との連携に関すること。 

  第１０条の３の２を削る。 

  第１０条の３の３保全係の項に次の１号を加える。 

   (17) 専用水道、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の届出及び指導等に

関すること。 

第１０条の３の３を第１０条の３の２とし、第１０条の３の４を第１０条の

３の３とする。 

  第１０条の５産業振興係の項中第８号を次のように改める。 

(8) 工業の振興に関すること。 

  第１０条の５産業振興係の項に次の５号を加え、同項を同条産業雇用係の項

とし、同条企業立地雇用係の項を削る。 

 (9) 企業等の誘致に関すること。 

(10) 企業等の立地に関すること。 

(11) 企業立地等の促進に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

(12) 雇用対策に関すること。 

(13) 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）に関すること（

他課の所管に係るものを除く｡)。 

第２０条中「福祉政策課」を「地域共生社会推進課」に改め、同条庶務年金

係の項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号から第１４号までを１号

ずつ繰り上げ、同条福祉政策係の項中第１号及び第２号を削り、第３号を第１

号とし、第４号から第９号までを２号ずつ繰り上げ、同項を支援係の項とし、

同条に次の１項を加える。 



事業推進係 

(1) 地域福祉に係る調査、研究、企画及び調整に関すること。 

(2) 重層的支援体制整備事業の推進に関すること。 

(3) 孤独・孤立対策に関すること。 

(4) 社会福祉協議会その他社会福祉団体の育成及び指導に関すること。 

  第２２条の３を削る。 

  第２７条の２政策係の項第１号中「子ども・子育て支援事業計画」を「こど

も計画及び子ども・子育て支援事業計画」に改め、同項第４号及び第５号を次

のように改める。 

   (4) こどもの居場所づくりに関すること。 

(5) こどもの権利の普及啓発に関すること。 

  第２７条の３中「子育て支援総合センターが」を「こども家庭センターが」

に改め、同条子育て支援係の項第４号中「子育て支援総合センター」を「こど

も家庭センター」に、「及び運営」を「、運営及び調整」に改め、同号を同項

第５号とし、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号中「ファミリー・サポ

ート事業」を「ファミリー・サポート・センター事業」に改め、同号を同項第

３号とし、同項第１号を同項第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(1) 子育て支援に関する企画、調査及び連絡調整に関すること。 

  第２７条の３子育て支援係の項に次の１号を加える。 

(6) センターの庶務に関すること。 

  第２７条の３こどもサポート係の項中第５号を第６号とし、第１号から第４

号までを１号ずつ繰り下げ、同項に第１号として次の１号を加える。 

(1) 児童福祉法第１０条の２第２項各号に掲げる業務に関すること。 

  第３２条交通対策係の項を次のように改める。 

地籍調査係 



(1) 地籍調査に関すること。 

(2) 公共基準点の管理及び使用許可等に関すること（他課の所管に係る

ものを除く｡)。 

(3) 道路敷地取得等に係る未処理物件の整理に関すること。 

  第３３条地籍調査係の項を削る。 

  第３５条の次に次の２条を加える。 

第３５条の２ 下水道課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

管理係 

(1) 汚水処理施設の基本計画に関すること。 

(2) 公共下水道及び都市下水路の基本計画、計画決定及び事業計画に関

すること。 

(3) 公共下水道受益者負担金に関すること。 

(4) 下水道使用料その他の収入金に関すること。 

(5) 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。 

(6) 下水道補助事業の申請に関すること。 

(7) 公共下水道供用開始の公示に関すること。 

(8) 下水道関係団体との連絡に関すること。 

(9) 流域下水道との調整に関すること。 

(10) 奈良県事務処理の特例に関する条例（平成１２年奈良県条例第３４

号）の規定により本市が処理することとされた浄化槽法（昭和５８年法

律第４３号）に基づく浄化槽の設置、変更及び廃止の届出の受理等に関

すること。 

(11) 合併処理浄化槽の普及促進に関すること。 

(12) 奈良県広域水道企業団との連絡調整に関すること。 

(13) 課の庶務に関すること。 



施設係 

(1) 公共下水道及び都市下水路の維持管理に関すること。 

(2) 維持管理用資材及び機器類の検収及び管理に関すること。 

(3) 下水道台帳の管理及び整備に関すること。 

(4) 公共下水道管理者及び都市下水路管理者以外の者が行う下水道設備

（都市計画法による開発行為を含む｡)の審査及び指導に関すること。 

(5) 排水設備工事の確認申請及びしゅん工検査に関すること。 

(6) 排水設備の普及指導に関すること。 

(7) 排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関すること。 

(8) 除害施設の指導に関すること。 

(9) 地下埋設物事前協議に関すること。 

工務係 

(1) 公共下水道の普及促進に関すること。 

(2) 公共下水道及び都市下水路の工事の設計、施工及び監督に関するこ

と。 

(3) 公共下水道及び都市下水路の工事に伴う用地の境界明示その他出願

に関すること。 

(4) 公共下水道及び都市下水路の工事資材及び機器類の検収及び管理に

関すること。 

(5) 公共下水道及び都市下水路の災害復旧に関すること。 

(6) 処理場の設計、施工及び監督に関すること。 

(7) 私道内公共下水道枝管工事に関すること。 

第３５条の３ 竜田川浄化センターが分掌する事務は、次のとおりとする。 

(1) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の維持

管理及び運営に関すること。 



(2) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の水

質、臭気及び汚泥の検査に関すること。 

(3) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の更新

計画に関すること。 

  第３６条の３計画調整係の項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号

を第２号とし、同号の次に次の１号を加える。 

   (3) 所管に係る国庫補助事業の事務に関すること。 

  第３６条の３計画調整係の項を企画調整係の項とし、同項の次に次の１項を

加える。 

計画推進係 

(1) 関西文化学術研究都市高山地区の計画に関すること。 

(2) 学研北生駒駅北地区の事業施行に関すること。 

  第３６条の３事業推進係の項第２号を削る。 

  第３８条及び第３９条を次のように改める。 

 第３８条及び第３９条 削除 

  第４０条の次に次の１条を加える。 

第４０条の２ デジタルイノベーション推進課窓口ＤＸ推進室が分掌する事務

は、次のとおりとする。 

推進係 

(1) 窓口におけるデジタル技術の導入に係る企画、調整及び推進に関す

ること（他課の所管に係るものを除く｡)。 

  第４１条の２第１項中「総務部」を「経営企画部」に改め、同条第３項中「

防災安全課」を「危機管理課」に改める。 

  第４７条第１項中「男女共同参画プラザ」を「ダイバーシティ推進プラザ」

に、「子育て支援総合センター」を「こども家庭センター」に改める。 



 （生駒市行政経営会議規則の一部改正） 

第２条 生駒市行政経営会議規則（平成２５年５月生駒市規則第３１号)の一部

を次のように改正する。 

第３条中「、上下水道部長」を削る。 

 （生駒市庁舎管理規則の一部改正） 

第３条 生駒市庁舎管理規則（昭和５６年１０月生駒市規則第１１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中「人事課長」を「地域共生社会推進課長」に、「ＳＤＧｓ推進課

長」を「ＳＤＧｓ・公民連携推進課長」に、「都市計画課長」を「都市づくり

推進課長」に改める。 

  別表第２中「防災安全課長」を「防犯交通対策課長」に、「娯楽室」を「医

務室」に改める。 

 （生駒市公印規則の一部改正） 

第４条 生駒市公印規則（平成９年３月生駒市規則第９号）の一部を次のように

改正する。 

別表の一般公印の表中「ＳＤＧｓ推進課長」を「ＳＤＧｓ・公民連携推進課

長」に、「福祉政策課長」を「地域共生社会推進課長」に、「都市計画課長」

を「都市づくり推進課長」に、 
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 改める。 

 （生駒市法令遵守推進条例施行規則の一部改正） 

第５条 生駒市法令遵守推進条例施行規則（平成１９年１０月生駒市規則第２３

号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項及び第１５条第３項中「、上下水道部長」を削る。 

 （生駒市職員の退職管理に関する規則の一部改正） 

第６条 生駒市職員の退職管理に関する規則（平成２８年３月生駒市規則第１４

号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６号

を第５号とする。 

  第１３条中「次に掲げる職員」を「生駒市の一般職の職員の給与に関する条

例（昭和３２年７月生駒市条例第２３号）別表第２の職務の級別基準職務表に

掲げる職務の級が６級以上の職員（部長を除く｡)」に改め、同条各号を削る。 

  第２１条中「次に掲げる」を「生駒市の一般職の職員の給与に関する条例別

表第２の職務の級別基準職務表に掲げる職務の級が６級以上の」に改め、同条

各号を削る。 

 （生駒市職員安全衛生管理規則の一部改正） 

第７条 生駒市職員安全衛生管理規則（昭和６２年７月生駒市規則第２２号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条中「及び水道の事務部局の職員」を削る。 

 （給料等の支給に関する規則の一部改正） 

第８条 給料等の支給に関する規則（昭和３２年７月生駒市規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

  第５条の５第１項の表の４の項中「男女共同参画プラザ」を「ダイバーシテ

ィ推進プラザ」に、「子育て支援総合センター」を「こども家庭センター」に



改め、同表の６の項中「、ＳＤＧｓ推進課の室長」及び「、地域包括ケア推進

課の室長」を削り、「男女共同参画プラザ」を「ダイバーシティ推進プラザ」

に、「子育て支援総合センターの所長、子育て支援総合センター」を「こども

家庭センター」に改め、「竜田川浄化センターの所長」の次に「、デジタルイ

ノベーション推進課の室長」を加える。 

  第７条第２号中イを削り、ウをイとし、エをウとする。 

  第１１条第１項中「第２号及び第３号」を「第１号及び第２号」に改め、同

項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰

り上げる。 

 （生駒市予算規則の一部改正） 

第９条 生駒市予算規則（昭和４０年１月生駒市規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第１号中「、課長及び子育て支援総合センター所長」を「及び課長」

に改め、「、学校給食センター所長」を削る。 

 （生駒市会計規則の一部改正） 

第１０条 生駒市会計規則（昭和４８年３月生駒市規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条第１号中「男女共同参画プラザ所長」を「ダイバーシティ推進プラザ

所長」に、「子育て支援総合センター所長」を「こども家庭センター所長」に

改める。 

  別表第１中 

   

 

 

 

広報広聴課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

 

」 

を 

「 



   

 

 

 

 

 「防災安全課長」を「防犯交通対策課長」に、「男女共同参画プラザ所長」を

「ダイバーシティ推進プラザ所長」に、 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「福祉政策課長」を「地域共生社会推進課長」に、 

 

 

 

広報広聴課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

危機管理課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 
」 

に、 

「 

市民活動推進

センター所長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

ＳＤＧｓ推進

課長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

ＳＤＧｓ推進

課公民連携推

進室長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

 

」 

を 

「 

市民活動推進

センター所長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

脱炭素まちづ

くり推進課長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

ＳＤＧｓ・公

民連携推進課

長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

 

」 

に、 

「 



 

 

 

 

 

 

 

 

 「子育て支援総合センター所長」を「こども家庭センター所長」に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「都市づくり推進課拠点形成課長」を「都市づくり推進課拠点形成室長」に、

「施設マネジメント課ファシリティマネジメント室長」を「施設マネジメント

課ファシリティマネジメント推進室長」に、 

 

 

 

 

 

地域包括ケア

推進課長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

地域共生サミ

ット推進室長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

 

を 

「 

地 域包 括 ケア

推進課長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 
」 

に、 

「 

花のまちづく

りセンター所

長 

所管に係る徴収金の収納 所管職員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

 

」 

を 

「 

花のまちづく

りセンター所

長 

所管に係る徴収金の収納 所管職員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

下水道課長 所管に係る徴収金の収納 所管係員 

所管に係る物品の出納保管 ― 
」 

に、 

「 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

める。 

 （生駒市福祉事務所処務規則の一部改正） 

第１１条 生駒市福祉事務所処務規則（平成２５年３月生駒市規則第２０号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条中「福祉政策課」を「地域共生社会推進課」に改める。 

  別表第１中「福祉政策課長」を「地域共生社会推進課長」に改める。 

 （生駒市こども家庭センター規則の一部改正） 

第１２条 生駒市こども家庭センター規則（令和６年３月生駒市規則第９号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条中「こども政策課、子育て支援総合センター」を「こども家庭センタ

建築課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

下水道課長 所管に係る徴収金の収納 所管係員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

デジタルイノ

ベーション推

進課長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 
」 

を 

「 

建築課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

デジタルイノ

ベーション推

進課長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

デジタルイノ

ベーション推

進課窓口ＤＸ

推進室長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

 

に改 

「 

」 



ー」に改める。 

 （生駒市男女共同参画推進条例施行規則の一部改正） 

第１３条 生駒市男女共同参画推進条例施行規則（平成２０年２月生駒市規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条の見出しを「（ダイバーシティ推進プラザ）」に改め、同条第１項

中「生駒市男女共同参画プラザ」を「生駒市ダイバーシティ推進プラザ」に改

める。 

（生駒市水道事業管理者に対する事務委任に関する規則及び水道事業管理者が

職員の任免について市長の同意を得なければならない者等を定める規則の廃止

） 

第１４条 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 生駒市水道事業管理者に対する事務委任に関する規則（平成２４年３月

生駒市規則第１５号） 

(2) 水道事業管理者が職員の任免について市長の同意を得なければならない

者等を定める規則（昭和４３年４月生駒市規則第２号） 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


